
寒川町立小・中学校適正化等基本計画（案）

寒川町自治基本条例に基づくパブリックコメント

(町民意見の公募)

概要版

（意見募集期間）
令和５年５月２２日(月)～令和５年６月２１日(水)まで

みなさまのご意見をお待ちしています

寒川町教育委員会では、人口減少・少子化の進行により将来
的な児童生徒や学級数が減少する学校の小規模化に対応し、充
実した教育環境を確保するため、「寒川町立小・中学校適正化
等検討委員会」(以下、「検討委員会」という。)をはじめ、パ
ブリックコメントや地域懇談会を実施し、町の学校教育がめざ
すべき方向性や、学校規模・配置等について、幅広い観点で協
議・検討を進めてきました。

この度、検討委員会からの報告書を受け、寒川町教育委員会
として「寒川町立小・中学校適正化等基本計画(案)」を令和5
年4月に作成しました。より良い基本計画とするため、みなさ
まからのご意見等をいただきながら、ともに町の教育活動を進
めてまいりますのでよろしくお願いします。



（案）

～将来の寒川の子どもたちにとって、
めざすべき望ましい教育環境づくりを行う～

寒川町立小・中学校適正化等基本計画

寒川町教育委員会

〈 概要版 〉



Ⅰ 学校適正化等の必要性と基本計画の考え方

今後約20年で約
18％の生徒減少

今後約20年で約
20％の児童減少

寒川町立小・中学校の適正規模・適正配置等の検討については、2021年３月に
策定された「寒川町公共施設再編計画」での学校教育施設に係る結論を前提に進
められることとなりました。
公共施設再編計画は、 「公共施設等の老朽化・更新財源問題」への対応と、人口
減少・少子高齢化社会に見合った「公共施設等の最適配置」を図ることで、「財政破
綻を回避」することを目的としています。

本基本計画は、公共施設再編計画１６年間の基本方針に示されている取り組みの１つとして
策定するものです。
取組み期間は各校校舎の建替え工事開始までの準備期間を含め、2023年からスタートし、
総合計画等他の計画と整合を図りながら適宜見直しを図りつつ、2060年を計画期間の終期
とします。

検討の背景

基本計画の考え方

寒川町公共施設等総合管理計画

（2016～2055年）

寒川町公共施設等再編計画

（2021～2036年）（第１期）

寒川町立小・中学校適正化等基本計画
（202３～2060年）

寒川町教育大綱

（２０２１～２０２４年）

第２次寒川町教育振興基本計画

（２０２１～２０２8年）

寒川町総合計画２０４０（２０２１～２０40年）

【寒川町公共施設再編計画における学校教育施設に係る結論】
➡現状の小中学校８校から、将来は６校への再編が適正と考えられる。
➡具体的な再編手法については、２０２１年以降に検討組織を設置し、ソフト面（＝教育面）、
ハード面（＝物理面）、財源面等を踏まえ、おおよそ２年程度の間に結論を出す。
➡学校の８校から６校への再編後、２校分の敷地を売却することで、第２期再編計画（２０３７年
以降）へ財源を残すことができると想定。

本編
Ｐ１～

学校の小規模化には、教員の目が一人ひとりに行き届
きやすいなどの良い面がありますが、人間関係が固定化し
やすく、子ども同士の幅広い交流や多様な意見に触れる
機会が少なくなるなどの課題も指摘されています。
一方、学校施設については、建築後50年経過する校舎
が複数存在し、老朽化が著しいことから、今後の児童生徒
数に合わせ、時代にふさわしい教育環境の整備が求めら
れています。

学校の小規模化と建物の老朽化への対応

建築後40年を経過した校舎等を保有する学校 ６校
うち４校は５０年以上の校舎等あり



Ⅱ 寒川町がめざす教育
本編
Ｐ10～

「よく学び、 よく遊び、 よく生きる」
～自立（豊かな自己を生涯にわたって育てること）
と共生（人と人とのつながりを育むこと）をめざして～

寒川町の教育理念

めざす子ども像（さむかわっ子）

【不易】時代を超えてめざすべきこと
【流行】時代に応じてめざすべきこと

【不易】自分の力で未来を切り拓いていけるよう、知（確かな学力）、徳（豊か
な心）、体（健やかな心身）の調和のとれた生きる力を身につけた子
どもたち
①確かな学力を身につけた児童生徒の育成
②豊かな情操と道徳心を備えた児童生徒の育成
③心身ともに健やかな児童生徒の育成

【流行】予測困難な時代にあって、情報技術の急速な進展に対応するとともに、
多様化する世界を前に、互いの文化的違いや価値を受け入れ、尊重
し、新たな関係性を創造することを目指す多文化共生社会の担い手
となって、グローバル社会を生き抜く子どもたち
④外国語による積極的コミュニケーション能力を身につけた児童生
徒の育成
⑤情報活用能力等を身につけた児童生徒の育成

昔から、「よく学び、よく遊べ」と言われます。この言葉は、
教育の神髄をついた大変意義深い言葉です。教育の目的
は、人格の形成です。その人格は、「学び」と「遊び」を通し
て形成されます。
「学び」と「遊び」の充実は、人と人のつながりを広げて
いくことにつながってこそ、意味があります。寒川町の教育
では、「学び」と「遊び」の充実により、豊かな自己を生涯にわたって育てること（＝
自立）と人と人のつながりを育むこと（＝共生）の双方が同時に高められることを
「よく生きる」と、とらえています。



Ⅱ 寒川町がめざす教育
本編
Ｐ13～

寒川町における学校適正化を契機とした教育のあり方（構造図）

学校適正化等の検討においては、学校適正化後の将来ビジョンの共有が重要であり、適正化等
の検討を契機とした魅力ある学校づくりに向けて、新しい時代への対応という視点から、今後さらに
求められるであろう取組への考え方について、次のとおり構造図として整理しました。



Ⅲ より良い教育環境づくりのために
本編
Ｐ14～

学校規模の検討を進めるにあたって大切な３つの視点

社会性等を育む視点

指導体制を充実する視点

学校を運営する視点

望ましい教育環境の考え方

■学校の新たな
「かたち」づくり

適正化等の検討を契
機とした魅力ある学校
づくりにつなげていく
という視点から検討し
ます。

■適正な配置バランス

可能なかぎり児童生
徒の負担面や安全面な
どに配慮し、児童生徒
の居住分布に応じたバ
ランスの取れた学校配
置を目指します。

■通学時の安全等

通学時の安全確保や、
通学に伴う児童生徒の
体力的・精神的な負担
を念頭に、通学距離及
び通学手段を考慮した
学校配置を進めます。

■校舎の安全等
児童生徒の生活の場
でもある校舎の安全を
第一に、老朽化対策な
どの整備が必要な学校
を優先して検討します。

■児童生徒への配慮

学習・生活環境等
の変化に伴う児童生徒
の不安等を可能なかぎ
り軽減するとともに、
新たな学校生活に円滑
に移行できるよう配慮
します。

■地域への配慮

学校が地域において
重要な役割を有してい
ることを考慮して検討
するとともに、地域住
民と十分に意見交換し
丁寧に進めます。

多様な教育活動を展開しやすい学校規模をめざすため、次の３つの視点をもとに検討を進めました。

児童生徒が幅広い人間関係の中での多様な経験を通し、成長できる環境を整えるため、
クラス替えができる学校規模をめざす。

児童生徒の習熟度に応じたきめ細やかな指導ができるよう、教員同士が相互に十分な
意見交換などができる教員数の配置をめざす。

一定の教員数を確保し校務を分担することで、教員一人が担う負担を軽減し、教員が
児童生徒と向き合う時間をできるかぎり確保する。



(2) コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度を置く学校）
コミュニティ・スクールは、保護者や地域住民が学校運営に参画することを通じて、

教職員と地域の人々が目標や課題を共有し、学校の教育方針や教育活動に地域のニーズ
を的確かつ機動的に反映させることを可能とするものであり、地域ならではの創意工夫
を生かした特色ある学校づくりにつながるものです。
この仕組みの活用は、統合校を核として、旧通学地域の保護者や住民の間に新たな絆
を作り、一体となって新しい学校を支える体制を構築したり、新たな地域づくりの推進
につながったりする契機となり得ると考えます。

(1) 小中一貫教育
小中一貫教育は、小・中学校間の環境変化によって不登校の増加などの課題が生じる、

いわゆる「中１ギャップ」の解消や、義務教育９年間を通した、切れ目ない教育課程に
よって、より系統的な学習ができるよう、小・中学校がめざす子ども像を共有し、義務
教育９年間を一貫した教育課程を編成することです。
また、小中一貫教育には、次のとおり様々な種類や施設形態
があります。寒川町では現在の学校の立地等を踏まえ、「施設
分離型」の「小中一貫型小学校・中学校」の展開をめざします。

(3) 少人数教育
国は、一人ひとりの教育的ニーズに応じたきめ細かな指導を可能とする指導体制と安

全・安心な教育環境を整備するために公立の小学校の学級編制の標準を段階的に35人に
引き下げることとしました。また、本町の保護者・町民・教職員へのアンケートを通じ
て、全ての属性において、 「教員の目が一人ひとりの児童生徒に行き届く」ことが望ま
れています。
今後中学校においても「３５人」学級を導入する可能性があるため、教室や教員の確

保に対して、柔軟に対応できるよう検討を進めていきます。

施設隣接型
隣接した形で校舎を設置している。

【小中一貫教育校の施設形態】

学校の新たな「かたち」づくり

Ⅲ よりよい教育環境づくりのために
本編
Ｐ16～



Ⅳ 再配置案の検討経過
本編
Ｐ27～

６校体制

全１５案

第１段階

４案

第２段階

２案

学校の配置については様々な配置案が想定されることから、寒川
町立小・中学校適正化等基本方針を踏まえ、配置条件を明確にし、
比較検討することとしました。

A案

寒川小学校
一之宮小学校
旭小学校
小谷小学校

寒川中学校
旭が丘中学校

B案

寒川小学校
旭小学校
小谷小学校
南小学校

寒川中学校
旭が丘中学校

C案

寒川小学校
一之宮小学校
旭小学校
小谷小学校

旭が丘中学校
寒川東中学校

D案

寒川小学校
旭小学校
小谷小学校
南小学校

旭が丘中学校
寒川東中学校

♦2021年に策定された「寒川町公共施設再編計画」を踏まえて検討
♦子どもたちの望ましい教育環境を整える

配置に係る基本要件

①配置バランス
♦小学校：南部・中部・北部に配置
♦中学校：南部・北部に配置

③適正な学校規模
♦小学校：２学級以上 → クラス替えが可能
♦中学校：３学級以上 → クラス替えが可能で、免許外指導を生じさせる
ことなく、主要科目に複数教員が配置できる

②通学距離
♦小学校：片道おおむね２ｋｍ以内
♦中学校：片道おおむね３ｋｍ以内

検討 第１段階

検討 第２段階

♦学校規模
小・中学校それぞれ、学校規模が過少・過大とならないか。

♦通学条件
適切な距離、安全性が確保できるか。

♦学校と地域との連携
自治会をはじめ「地域とともにある学校」としての利便性は確保できるか。

♦施設の機能
教育方法等の多様化への課題、複合化の可能性などはあるか。

♦整備経費
更新（建替え）完了までにかかる費用や、跡地利用の可能性などはどうか。

≪ 検討５項目 ≫

最終配置案の２案の概要は次ページをご覧ください。



Ⅴ ２つの再配置候補案の選定
本編
Ｐ4８～

B案

寒川小学校
旭小学校
小谷小学校
南小学校

寒川中学校
旭が丘中学校

◆北部及び中部地域の小・中学校を残し、南部地
域の一之宮小学校と南小学校を再編し、現在の南
小学校へ配置、寒川中学校と寒川東中学校を再編
し、現在の寒川中学校へ配置する案です。

◆南部に配置する小学校は、小学校低学年の通学
にかかる負担を考慮し、南部地域の中心に近い場
所に位置する南小学校に配置します。

◆北部地域と南部地域で施設分離型の小中一貫
校導入をめざします。

◆未配置校の2校の敷地のうち、市街化区域にある
1校については、跡地利用（敷地の売却）による財源
確保が期待できます。

◆再配置の際に影響の出る南部地域において、東
西にバランスよく学校を配置できる案です。

◆南西部に配置される中学校（サウスB中学校）は、
現在所在する３校の中学校のうち最も校地面積が
広く、再配置後の児童・生徒数の増加等に対応でき
る余地があります。

B案の概要

◆Ｂ案及びＤ案の２つの再配置案を現段階での最終配置候補案とします。
◆最終配置候補案の２つについても、それぞれ課題があることから、最終的にどちらの
案を選択するにしてもその課題への対応が必要となります。
◆今後、町全体の公共施設再編計画の見直しに併せて、最新の人口推計や財政推計
をもとに、最終的な再配置場所等が決定されていく予定です。
◆再配置案で示す学校名は、仮称を使用しており、今後実施される学校再編後の学校
名は改めて検討した上で決定されていく予定です。

小谷小学校

旭小学校

（仮称）サウスA小学校
（現南小学校位置）

寒川小学校

(仮称)サウスB中学校
（現寒川中学校位置）

旭が丘中学校

D案

寒川小学校
旭小学校
小谷小学校
南小学校

旭が丘中学校
寒川東中学校

D案の概要

◆北部及び中部地域の小・中学校を残し、南部地
域の一之宮小学校と南小学校を再編し、現在の南
小学校へ配置、寒川中学校と寒川東中学校を再編
し、現在の寒川東中学校へ配置する案です。

◆南部に配置する小学校は、小学校低学年の通学
にかかる負担を考慮し、南部地域の中心に近い場
所に位置する南小学校に配置します。

◆北部地域と南部地域で施設分離型の小中一貫
校導入をめざします。

◆未配置校が市街化区域内の2校となることから、
当該2校の跡地利用（敷地の売却）による財源確
保が期待できます。

◆再配置の際に影響の出る南部地域の東部に2
校（小・中１校ずつ）が配置され、東西間のバランス
を欠くことから、何らかの対策が必要な配置案です。

◆未配置校の跡地利用（敷地の売却）により、児
童・生徒数が想定以上に増加する可能性がありま
す。

小谷小学校

旭小学校

(仮称)サウスD中学校
（現寒川東中学校位置）

(仮称)サウスC小学校
（現南小学校位置）

寒川小学校

旭が丘中学校



Ⅵ 今後の検討及び配慮事項
本編
Ｐ58～

新しい学校の「かたち」づくりのための具体的な検討

再編整備推進に係る検討及び配慮

コミュニティ・スクール

小中一貫教育

少人数教育

◆小中一貫教育の導入については、概ね10年を準備期間とし、準備段階をいくつかのパー
トに分けながら、緩やかな小中一貫教育（施設分離型の小中一貫教育）の実現を図ります。
(詳細は、資料編「小中一貫教育導入に向けての具体の検討内容」をご覧ください。）

◆コミュニティ・スクールは２０２３年度を目途に町内の全小中学校への導入を行う予定です。
◆さらに活動を充実させるため今後の検討にあたっては、教育委員会を中心に学校や地域、
保護者が参画した検討の場を設けて協議を進めていきます。

◆中学校においても「３５人学級」を導入する可能性があり、また、学級数の増により教室や
教職員の確保が必要となることから、そのような場合にも柔軟に対応できるよう検討を進め
ていきます。

伝統の継承 跡地利用の検討
教育に資する基金への

積み立て

学校再編前の学校の伝
統や地域の愛着をどのよう
に継承していくかが大きな
課題となるため、再配置にあ
たって、新しい学校の具体的
な検討の中で併せて検討し
ていきます。

学校の再配置により未配
置となる学校敷地について
は、町全体の公共施設再編
サイクルの中で利活用の可
能性が出た場合には、検討
の場を設け、地域の声も取り
入れながら検討を進めてい
きます。

学校敷地の売却により財
源を確保した際には、「寒川
町のめざす教育」の実現の
ため、教育に資する基金へ
の積み立てや、新しい学び
舎の建設など、その時代に
ふさわしい教育活動を展開
するための貴重な財源とし
ての活用を考えていきます。

通学時の安全 児童・生徒への配慮 地域への配慮

通学方法が変わることや
通学時間が長くなることは、
子どもたちにとって大きな不
安・負担につながります。安
全・安心に通学できるよう、
通学手段の検討や通学時
の安全確保を進めていきま
す。

児童・生徒の環境が大き
く変化することから、子ども
たちの不安を理解し、取り除
いていくため、相談体制の整
備やアンケートの実施、また
事前の学校間交流などの対
応を行っていきます。

学校は、地域活動の拠点
としての機能も担っているこ
とから、地域の意向やバラン
ス、ニーズに配慮しながら必
要な機能を確保していくこと
をめざします。
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学校再編の標準的なスケジュール

新しい学び舎の具体的検討

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目

（仮称）学校再編準備委員会
◆基本事項の合意
→統合の対象校、新校（新校舎）の位置、開校（閉校）時期などの合意

◆新校（新校舎）に係る協議
→校名、校歌、校章、制服、通学路、学校行事、部活動、新しい学び舎のコン
セプト、新しい学び舎に必要な機能、新しい学び舎の外観、児童・生徒の
事前交流の方法、PTA活動、学校運営協議会（新校設立の場合に想定
される内容）など

◆新校（新
校舎）への
通学開始

校舎整備
（調査・設計） （建替え工事）

◆学校再編の際の標準的なスケジュール例です。
◆実際に取り組んでいく際には、公共施設再編計画や総合計画等と調整を図
りながら柔軟に進めていきます。

新しい時代に求められる学校施設は、高速大容量の通信ネットワーク等のICT 環境や多様

な教育的ニーズのある児童・生徒等への対応としてのインクルーシブ教育が行いやすい教室、

公民館や学童保育の複合化などの工夫を行うことが考えられます。

また、学校は地域拠点としての役割もあることから、地域の公共施設等の中から、必要な施

設（機能）を精査した上で、地域活動の場や多世代型の交流スペースとして機能を集約し、

地域に開かれ、ともに創造的な活動を生み出していけるような施設整備が望まれます。

こうした点を踏まえながら、児童・生徒の生活の場でもある校舎の安全を第一に考えた上で、

「全ての子どもたちの可能性を引き出す、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」

に向けて、今後の新しい時代の学び舎としていくことをめざします。

また、学校施設の新築に向けた、ハード面及びソフト面での具体的な学校施設の検討にあ

たっては、児童・生徒や保護者、教職員等へのアンケート等や学校運営協議会などを活用し、

利用者目線で真に必要とされる施設の整備に努めます。
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新しい学び舎のイメージ

◆柔軟で創造的な学習空間の実現

◆地域や社会の連携・共同の実現

木材を活用し温かみのあるリビングのような
空間の中で、壁面の工夫やベンチ等を配置し、
豊かな学び・生活の場としていく姿

文部科学省設置の有識者会議「新しい時代の 学びを実現する学校施設の在り方につ
いて」最終報告より抜粋

◆健やかな学習・生活空間の実現
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